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公正な採用選考システムの確立に向けて

新卒応援ＨＷ・大学等による紹介
インターネットからの応募（ＮＥ）

※公正な採用選考を遵守するためにできること！
　東京都では、採用面接や就職面接会の際に、企業側がリーフレット等を用
いて、公正な採用選考について説明する取組を進めています。
　下記HP をあわせてご参照ください。

　東京都では、厚生労働省東京労働局と、公正採用選考について「採用と人
権」という冊子を共同で発行しています。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/shiryo/saiyou-jinken/
index.html

　厚生労働省HPに動画「就職差別にNO！公正な採用選考をめざして（ア
ニメ版・30秒）」、「公正な採用選考を目指して（長尺版・短尺
版）」が掲載されていますので、ご覧ください。
https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/document.html#video01

新規大学等卒業予定者の採用選考については、インターネット上の「エントリー
シート」「コミュニケーションカード」等の応募書類に、本人の適性と能力に関係
のない「本籍」「家族の職業」等の項目が設定されているなど、法や指針に抵触
する事例が報告されています。こうした学生・学校からの報告については、東京新
卒応援ハローワークの特別相談窓口において把握し、東京労働局及びハローワーク
が事実確認と是正指導を行い、差別のない公正な採用選考システムの確立のための
取組を行っています。
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 5　インターンシップについて
　経団連と大学関係団体等の代表者によって構成される「採用と大学教育の
未来に関する産学協議会」では、「インターンシップ」を改めて定義し、以
下の 4類型に整理しました。
タイプ１：オープン・カンパニー
タイプ２：キャリア教育
タイプ３：汎用的能力・専門活用型インターンシップ
タイプ４：高度専門型インターンシップ
企業においては、タイプ３のインターンシップにおいて取得した学生情報

を、採用活動開始以降に採用活動に活用することが可能となります。
　学生においては、自身のキャリアプランに照らし、自らの能力を職場での
実務体験を通じて見極める機会としてインターンシップを活用できるよう、
十分な学修を経てから、意欲的に参加・挑戦してください。

　〈産学で変えるこれからのインターンシップ―学生のキャリア　形成支援
　活動の推進―〉
https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/039_leaflet.pdf

こんなインターンシップには注意！

インターンシップと称していながら見学や体験的な内容ではなく、
実際に業務に係る指揮命令を受けて働いている等の場合には、企業

≪近年の事例≫

は労働基準法をはじめとする労働法のルールを守る必要があります。

・インターンシップと称してアルバイトと同じ業務を無給でやらさ
れた

・長時間・長期間拘束され、学業に支障が生じた
・ほかの学生の勧誘を強制された 　　　　　　　など

　近年はインターンシップによるトラブルも増えています。何か
疑問を感じたら、一人で悩まず通っている学校のキャリアセン
ターや、労働相談情報センター（裏表紙）等へ相談しましょう。

https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/039_leaflet.pdf
https://www.keidanren.or.jp/policy/2022/039_leaflet.pdf

